
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の障害者控除 

Ｑ：相続税には障害者控除という特例があ

るそうですが、どのようなものなのですか？  

 

Ａ：年齢及び障害の程度に応じて一定の金

額が税額より控除される制度です。 

【解説】 

相続税法では、相続又は遺贈により財産を

取得した者が、その相続又は遺贈に係る被相

続人の法定相続人(相続の放棄があった場合

には、その放棄がなかったものとした場合に

おける相続人)に該当し、かつ、障害者である

ときは、次の算式により計算した金額を、そ

の障害者の相続税額から控除することとされ

ています。 

これを障害者控除といい、その障害者の年

齢と障害の程度により金額が違っており、控

除不足額があるときは、その障害者の扶養義

務者の相続税額から控除することができます。 

①  一般障害者である場合 

６万円×(70歳－その者の年齢)＝障害者

控除額 

②  特別障害者である場合 

１２万円×(70歳－その者の年齢)＝障害

者控除額 

ただし、障害者が次の場合には、適用があ

りません。 

①  国内の財産を取得した者で日本に住所が

ない人 

②  日本に住所はないが日本国籍を有してい

る者(財産を取得した者又はその相続にか

かる被相続人が、その相続開始前５年以内

に国内に住所を有していた場合に限る) 
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